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文献リスト 

 

 

１ はじめに 

 2010年代に入って日本は大きな曲がり角を迎えている。しかし、それは大多数の国民

にとって、またアジアの人々にとっても、とうてい望ましい曲がり角ではないだろう。一

方では、武器輸出三原則の改定(2011年、2014年)、特定秘密保護法(2013年)、そして｢安

全保障｣法制(2015)と、戦争と軍事化への道を着実に歩み、他方では、鳴り物入りで喧伝

された「アベノミクス」(2012年)の破綻は明瞭で、日本は経済的にはバブル破綻以後の｢失

われた20年｣が相変わらず継続している。では、これら二つのこと、つまり戦争・軍事化

への道と経済の不調との間には、どのような関係があるのだろうか。 

 日本はいまどこに向かおうとしているのか、また、どこに向かうべきなのかを考えてみ

ることにしよう。 

 

２ ｢集団的自衛権｣はなぜ権利なのか、誰のいかなる権利なのか 

（１）集団的自衛権という問題設定 

 ｢集団的自衛権｣の行使が憲法上認められるか否かという問題設定は、もちろんありうる

し、立憲主義の社会にとっては重要なことがらである。周知の通り、それが合憲であると

いう議論はいかにも無理筋であろう。強引に成立させた｢安全保障｣法制は、その内容が明

瞭に違憲である(憲法を壊してしまう)だけでなく、議会の多数を濫用して国民の大多数が

表明している反対や懸念の声を無視し、参議院特別委員会の｢採決｣が捏造されるなど、日

本の憲政史上最大の汚点となり、こうした二重の意味で、2015年に安倍政権が必死で推

進した｢安全保障｣法制は残念ながら｢壊憲｣といわざるをえない。 

 ｢集団的自衛権｣は憲法上の問題として論じられたが、憲法には｢自衛権｣という概念は明

示的には存在しない。では、今回の｢集団的自衛権｣というのはどこから出てきた概念なの

だろうか。 
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（２）国連憲章と｢集団的自衛権｣ 

 ｢集団的自衛権｣という概念は国連憲章に起源がある。しかし、国連憲章の中ではいささ

か居心地の悪い概念である。憲章前文には以下のように書かれている[下線は引用者によ

る]。 

 
われら連合国の人民は、[中略]一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進

すること、並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互いに平和に生活

し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外

は武力を用いない[ことを原則とする]すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するため

に国際機構を用いる。 

 
 つまり安全保障は国連によって集団的に確保し、安全保障のための武力行使の主体は国

連であるというのが、国連憲章の本来の考え方であった。こうした国連憲章の基本原則は、

国際連盟の時代(1919-1945年)が、集団安全保障･平和維持義務･戦争禁止規定にもかかわ

らず、規制力･強制力の弱い国際連盟が結局は個別的･集団的自衛権の跳梁跋扈を許してし

まい、第二次世界大戦にいたったという苦い反省を踏まえた上での熟慮にもとづいて立て

られたものである。 

 この国連憲章の草案は、1944年８月から10月にかけて米国ワシントン郊外のダンバー

トン･オークスに米･ソ･英･中の代表が集って作成された。第二次世界大戦という未曾有の

危機のさなかにこれら四国 ―実際の戦後には｢自衛権｣丸出しの露骨な軍事大国の道を

驀進したこれら四国― の代表たちの間では、自衛権ではなく国連による集団安全保障が

原則と考えられていたということは、あらためて記憶されてよい。そこには、個別的であ

れ集団的であれ、各国人民の｢自衛権｣という概念は現れていなかったのである。 

 ところが、1945年４月末から６月末にかけて連合国約五十ヶ国の代表がサンフランシ

スコに、国連設立と戦後処理の方針を討議するために集まった際に、国連中心の集団安全

保障の原則に、修正意見が表明された。 

 このサンフランシスコ会議が始まってまもなく、５月８日にはドイツが降伏し､ヨーロ

ッパでの戦争状態は５月上旬には終了していたので、この会議に集った連合国代表が共有

していた最後の脅威が、日本の軍国主義であったということもあらためて記憶されてよい

だろう。ダンバートン･オークスで策定された憲章草案への異論はまず、オーストラリア

とニュージーランドという、日本軍国主義の脅威に実際に曝されていた国から出されたの

であった。日本の軍国主義が現に暴威を示している状況で、各国人民の自衛権が承認され

ないのならば、国連が設立されるまでの間、また設立後も、国連による集団安全保障が実

際に機能するまでの間、誰が自分たちを守ってくれるのかと問い、各国人民の自衛権を原
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則として承認すべきことを要求したのである。この両国の修正提案はサンフランシスコ会

議参加国の過半数の支持は得たものの、三分の二に満たなかったため否決された。しかし、

周辺の強国の軍事的脅威からいかにして自己を守ればよいのかという問題提起は、小国に

とっては死活問題でもあったため、中米諸国から、国連の集団安全保障(国連による武力

行使)を原則とはするが、それが実際に発動されるまでの間は、暫定的に個別的または集

団的自衛権を各国人民の固有の権利として承認すべきではないかとの妥協的修正案が出さ

れ、これは採択されて、国連憲章第51条[自衛権]に盛り込まれることになる［下線は引用

者による］。 

 
国連憲章第51条[自衛権]｢この憲章のいかなる規定も､国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生

した場合には､安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間､個別

的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない｡この自衛権の行使に当って加盟国がとっ

た措置は､直ちに安全保障理事会に報告しなければならない｡また､この措置は､安全保障理事会

が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く

権能及び責任に対しては､いかなる影響も及ぼすものではない。 

 
 しかし、これは読んですぐにわかるように、各国民の個別的／集団的自衛権よりも国連

の平和維持の機能の方を優越･優先させる規定である。個別的であれ集団的であれ自衛権

は、国連憲章の中では、例外的、一時的、補足的な位置付けを与えられているにすぎない。 

 

（３）憲法と国連憲章の関係 

 日本国憲法は、こうした国連憲章が確定し、国際連合が実際に設立された1945年10月

よりもあとに、それらを前提にして作られたものである。それゆえに憲法第９条は以下の

ように明瞭に､戦争も、武力行使も､戦力も、そして交戦権も否定している。 

 

日本国憲法第９条[戦争の放棄]｢日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求

し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段と

しては、永久にこれを放棄する｡／第２項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力

は、これを保持しない｡国の交戦権は､これを認めない｡ 

 

 つまり、それは国連憲章を前提にして、かつての軍国主義的であった自己への反省を日

本が表明したということにほかならないのである。国連憲章の精神にしたがい、戦争･武

力･戦力･交戦権を放棄したと明瞭に宣言しているから、素直に読むなら、個別的自衛権も

否定しているということにならざるをえないだろう。しかし、その後、日本の再軍備の過

程(1950～54年)に、憲法は個別的自衛権までは否定していないという解釈が生み出される



－ 19 －

『国際武器移転史』第 1号（2016 年１月） 「戦争と平和と経済」（小野塚知二）

が、集団的自衛権の行使は認められないという点については、歴代の内閣、法制局、そし

て最高裁および憲法学界の一致した見解として維持されてきた。｢国連憲章上、集団的自衛

権は国家固有の自衛権。そして砂川判決は日本の自衛権を認めている」(橋下徹)という説

もあるが(1)、これは、上述のような日本国憲法と国連憲章との関係を理解しない ―ある

いは意図的に無視した― 妄論というほかない。 

 もう一つ、ここで再確認しなければならないのは、日米安保条約と砂川判決の意味であ

る。日米安保条約で、アメリカは日本を防衛する義務を負い、その代わりに、日本から基

地その他の便宜を提供される権利を獲得した。日本はそれに対して、アメリカに基地と便

宜を提供する義務を負い、アメリカに防衛を要求する権利を得た。つまり、ここでは日米

の権利義務関係は非対称で、日本側にはアメリカを防衛する義務は規定されていない。砂

川判決も、こうした日米安保条約の枠組みの上になされたものであって、それは決して、

日本の集団的自衛権の根拠にはなりえない。また、日米安保条約においても、国連憲章と

の整合性が明示されているということは、あらためて記憶されるべきであろう。 

 明文の憲法改正(第９条の改正)はとりあえず無理そうだから、｢安全保障｣法制で第９条

に風穴を開けようというのが安倍政権の姑息な目論見だったが、その論拠に引き出された

砂川判決が日本の｢集団的自衛権｣の行使を容認しているなどという解釈はとうてい成り

立つものではないことは明らかである。 

 しかも、当の同盟国アメリカにおいては、現在にいたるまで、日米安保条約とは日本が

独自に軍事大国になることを未然に防止する｢瓶の蓋｣のようなものだという認識が支配

的である。つまり、アメリカはいまでも、サンフランシスコ会議の時の雰囲気 ―日本の

軍国主義の脅威に連合国(後の国際連合)が協調していかに対処すべきか― を忘れては

いない。したがって、安保法案の成立を安倍首相は米国議会での演説で約束し(2)、さらに、

首相の演説に先立って、河野克俊統合幕僚長は2014年12月17日に訪米した際、オディエ

ルノ米陸軍参謀総長に安保法案の成立見通しを問われて、｢与党の勝利により来年夏まで

に終了と考える｣と回答したが(3)、アメリカ側から見るなら、日本の安全保障関連諸法に

よって、日本の｢集団的自衛権｣が成立したとしても、それはあくまでもアメリカの完全な

コントロールの下に収まるべきものであって、日本が対等の同盟国としてアメリカと軍事

同盟を結ぶなどということは、先方は些かも考えていないのである。｢安全保障｣法制とは

日本がアメリカの軍事的な子分であることをより強固に確定させる法にほかならない。 

 

（４）｢集団的自衛権｣という権利 

 以上見てきたように、｢集団的自衛権｣という概念は、確かに国連憲章の中に存在するが、
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それは国連憲章の中では、鬼っ子のような例外的権利であり、国連憲章を前提にして成立

した日本国憲法も、また日米安保条約も、日本が｢集団的自衛権｣を行使することを承認し

ていないのは明瞭である。 

 しかも、国連憲章の基本理念からいっても、憲法論からいっても、｢集団的自衛権｣とは

人民(people)ないしは国民(nation)の権利であって、国家[機関](元首､政府､軍隊等)の権

利ではない。それは、国民の大多数が懸念を表明しているのに、政府がごり押しできる「国

家に固有の権利｣などではない。主権在民を明示的に規定する日本国憲法はそのような国

民から遊離した｢国権｣は一切認めていないのである。 

 ｢集団的自衛権｣という問題設定の危うさは以上の点からも明らかだが、さらに、次のよ

うなことを考えるなら、それがとうてい容認すべきことでないのは明らかであろう。 

 

３ ｢集団的自衛権｣とは軍事同盟を意味する 

（１）国連以前の｢集団的自衛権｣＝｢軍事同盟｣ 

 国連憲章以前に｢集団的自衛権｣という概念は世界の憲法学説に存在していなかった。い

ま｢集団的自衛権｣と言われていることは、国連憲章以前には端的に｢軍事同盟｣と呼ばれて

いた。Ａ国はＢ国の危難の ―たとえば第三国から侵略された― 際にはＢ国を防衛する

義務を負う代わりに、自国の危難の際はＢ国に対して相互防衛義務を履行するよう求める

権利をＡ国に与え、Ｂ国にも同様の権利義務を発生させるのが、軍事同盟の基本的な姿で

ある。 

 

（２）｢集団的自衛権
．
｣論の落とし穴：義務

．．
を欠いた権利

．．
だけの物語 

 以上見てきたように、｢集団的自衛権=軍事同盟｣とは権利だけでは成立しない。契約関

係も条約も同盟もすべて、権利と義務との関係で成立しており、権利だけの｢集団的自衛

権｣などありえない。｢集団的自衛権｣とは、相互防衛義務(国民が相手国を防衛し、相手国

の戦争に巻き込まれる義務)と表裏一体の関係にあってはじめて成立するものである。 

 もし、相手に防衛を求める権利だけがあって、相手を防衛する戦争に巻き込まれる義務

がないのだとするなら、それは、自我に目覚めた小学生か中学生が、「私のことはほっと

いて｣と主張しながら、いざとなると親を頼るような、子どもじみた発想ということにな

らざるをえない。日本は、それほどに未熟な国ではないし、またそうした発想で物事を決

めるような民主主義の成熟していない社会でもないだろう。｢集団的自衛権=軍事同盟｣と

は、国民(憲法の主権者であるnation)が相手国の防衛に義務を負うということを意味して

いるのだと明晰に認識しなければならない。 

 ｢集団的自衛権を実際に行使するか否かは､個々の事態に即して､日本の自主的な判断に
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委ねられている｣といった説明が政府によってなされてきたが、その程度の手前勝手な緩

い軍事同盟では、相手国は日本が相互防衛義務を確実に履行すると期待できないから、相

手国もまた、日本をまじめに防衛しようなどとは考えないであろう。したがって、日本側

の都合に合わせて｢集団的自衛権｣の行使を決定できるというのなら、そもそも、軍事同盟

(=｢集団的自衛権｣)は成立しえないのである。 

 このように、｢集団的自衛権｣とは、軍事同盟であり、義務の側面を決して免れないこと

なのに、なぜ、安倍内閣の説明は軍事同盟の義務の側面を無視するのだろうか。また、メ

ディアはなぜそこに目を瞑って、いつまでも、｢集団的自衛権
．
｣だけの議論に終始している

のだろうか。｢集団的自衛権｣の本質が軍事同盟であることを了解したならば、こうした議

論のあり方ははなはだしく均衡を欠く、不思議なことといわざるをえない。 

 形式論理的に均衡を欠き、また、外交や安全保障のイロハもわきまえないこうした一方

的な議論がまかり通る背景には、自衛隊制服組の頂点に立つ統幕長が、まず2014年12月

にアメリカ軍高官に｢安全保障｣法制の成立を約束し、次に2015年４月27日の日米安全保

障協議委員会(両国の外務･防衛の閣僚級協議)が｢日米防衛協力のための指針｣(日米ガイ

ドライン)で約束し、最後に４月29日に安倍首相がアメリカ議会での演説で約束するとい

うように、国会での審議以前に何重にもアメリカに約束してしまった露骨な対米従属姿勢

を、国民の目から覆い隠そうとする意思が作用しているとみるべきであろう。 

 

４ 軍事同盟の実態は何であったか？ 

 では、人は義務を押し付けられそうになったら、どう行動するであろうか。 
 

（１）「事情変更の原則」 

 古来、契約関係であれ、条約や同盟関係であれ、おのれに好都合なときはそれを守り、

また相手に守らせようとするが、おのれに不都合にな場合は、契約･条約･同盟の義務を守

らないことを正当化する理屈が用いられてきた。それを｢事情変更の原則(Clausula rebus 

sic stantibus)｣といい、契約や条約の締結時に前提とされていた条件が変わってしまった

場合に、契約の解除(つまり義務からの解放)や契約内容の修正を請求できるという手前勝

手な理屈である。やや大袈裟にいうなら、｢権利と義務が明示された合理的な社会関係と

は、実は人間無
、
関係に他ならない。<正しさ>を権利に還元する態度はすべての社会契約論

を貫く原罪であり、取り返しのつかない過ちを最初から犯している｣(4)のである。 

 たとえば、第一次世界大戦が1914年夏に始まった際に、イタリアは三国同盟にしたが

って、盟約国のドイツ帝国･オーストリア＝ハンガリー帝国側に立って参戦するよう両国

から求められたが、オーストリア＝ハンガリー帝国がセルビアを攻撃したのであって、オ
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ーストリア＝ハンガリー帝国が攻撃されているわけではないから、攻撃された同盟国を支

援する義務は発生していないとして、イタリアは参戦を拒否し、いったんは中立を宣言し

た。ドイツとオーストリアからはその後も参戦要請が続いたのだが、イタリアは９ヶ月間

ほどの中立状態を経て、翌1915年５月に、英仏側に立って、ドイツとオーストリアに宣

戦布告することとなった。イタリアは三国同盟条約によって期待された通りにふるまわな

かったどころか、まったく逆向きに、同盟国と敵対するという方針に転換したのである。 

 こうした行動をイタリアは事情変更の原則などさまざまな理屈で正当化してきたが、そ

の背後に作用していたのは、イタリアの領土的な野望であった。オーストリア＝ハンガリ

ー帝国領内にあるイタリア語話者の多い地域を「未回収のイタリア(Italia irredenta)」と

称して、それらをイタリア領に編入することを強く主張する勢力が当時のイタリアには存

在していた。この領土要求を実現するのに、三国同盟側に立って参戦してオーストリアか

ら領土的な譲歩を獲得するのと、それとも英仏露の三国協商側に立って参戦してオースト

リアから領土を奪い取るのと、どちらが有利なのかを見定めるために、イタリアは約９ヶ

月間、戦争の推移を観察しながら、独墺、英仏双方とそれぞれ秘密に交渉を重ねるという

二股外交の結果、英仏側の方が有利な条件を提示したので(1915年４月26日ロンドン秘密

条約)、三国同盟を裏切って英仏側に付いたのである(5)。むろん、オーストリアは自国領

土を切り取ってイタリアに与えなければならないのに対して、英仏はオーストリア領の一

部をイタリアに約束したところで何の損失もないから、気前のいい条件を提示できたので

ある。 

 このように、軍事同盟とは、常に遵守されるわけではなく、そのときどきの都合によっ

て、いかようにも解釈され、変更され、破棄されてしまうものなのである。これに対して、

同じ第一次世界大戦に、ヨーロッパ以外では最初に参戦した日本は、おのれに好都合な場

合は同盟関係を拡張解釈してまで参戦する事例となっている。当時、日本とイギリスの間

には日英同盟が締結されており、イギリスはそれにしたがって日本の参戦を促した。当初

イギリスは、アジアでの戦争がイギリスの関与しえないほどに拡大するのをおそれて、日

本の参戦範囲は中国のドイツ植民地(膠州湾租借地)と西太平洋に限定するつもりだった

のだが、日本はアジア･太平洋地域でのさまざまな野望を果たすために無限定な参戦を要

求した。アジアにまで手の回らないイギリスは結局、日本の無際限な参戦を容認し、日本

はドイツに対して宣戦布告して、膠州湾や西太平洋にとどまらず、当時、中立国であった

中華民国が設定した｢交戦地域｣を逸脱して、中国全域へ、さらにインド洋･地中海にまで

拡大した形で、日本の軍事行動が展開することとなった。そのうえ、火事場泥棒的に中華

民国に21ヶ条要求を突き付けて、満蒙･福建省および漢冶萍公司に関する特殊権益を認め
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させたのである(6)。おのれに好都合な場合は相手側の思惑を越えてまで同盟関係が利用さ

れうることを示している。 

 

（２）軍事同盟の実態 

 軍事同盟とは、過去を観察する限りでは、自国の義務はできるだけ忘れ、怠り、相手国

の義務履行を必ず求めてきた歴史である。それは、同盟の規定通りには守られないのが常

態であった。恋の駆け引きと同じで、相手の実績を見ずに、こちら側が一方的に義務を負

い、約束を守り、｢愛を貫く｣などということはありえないのである。軍事同盟や恋の駈け

引きに比べるなら、世間体や実利で縛られる婚姻関係の方がはるかに安定的であろう。軍

事同盟は権力者の都合で生み出されるものだから、｢世間体｣も｢実利｣もときどきの事情で

いかようにも変わり、当てにならないのが、その本質である。中国や日本の戦国時代の合

従連衡と裏切りの歴史を見ても、中世から現代までのヨーロッパでのさまざまな同盟関係

をみても、それは自国の都合次第で、反故にされ、また拡張適用されるものであった。 

 しかし、日本では、国家とはその名誉のために条約や同盟の義務を堅持するものと根拠

なく考えがちである。たとえば、日独防共協定(1936年)の締約国ドイツが、日独同盟の

交渉中であるにもかかわらず、防共協定の事実上の仮想敵国であるソ連との間にも不可侵

条約(1939年)を結んだのに驚き、「欧洲の天地は複雑怪奇」との理由で平沼騏一郎内閣

が総辞職するほどであった。実は、日本もその二年後にはソ連と中立条約を結んでいるの

だから、外交や同盟関係は有為転変が本質であることを承知してよさそうなものだが、今

度は、1945年８月にソ連がこの中立条約を破棄して日本に宣戦布告したことを条約違反

と非難する見解もある。しかし、ソ連の宣戦が不当であるか否かを論ずる以前に、そうし

た条約が常に無条件に守られてしかるべきという発想そのものを疑うべきなのではない

だろうか。 

 このように軍事同盟とは、それ自体が不安定で頼りないものなのだが、さらに、仮想敵

に与える効果という点でもはなはだ不安定である。なぜなら、軍事同盟や軍事的な抑止力

で自国の安全保障を確保しようとしても、それは、相手がこちら側の軍事同盟･軍事的抑

止力を恐れるか否かに掛かっており、相手次第の発想になってしまうからである。相手が

こちら側の軍事力を恐れずに、それに対抗する軍事力を整備するなら際限のない軍拡競争

に陥ってしまうのである(7)。したがって、軍事同盟や軍事的な抑止力で自国の安全保障を

確保しようという発想はすでに時代遅れなのである。ところが、国連の機能不全(殊に常

任理事国拒否権)とテロの横行やBRICSの軍備増強という環境の中で、再び軍事同盟に依

存しようという動きが出現しているのだが、それらは自国の安全保障と世界の平和に本当
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に役立つのだろうか。冷静な考察が必要とされるところであろう。中国の軍事的脅威の増

大に対して、同盟強化と抑止力強化が必要不可欠という議論については、第10節であらた

めて検討することにしよう。 

 

（３）独走する軍事同盟 

 軍事同盟とは時代遅れなだけでなく、ひとたび成立すれば、それは国民･人民の権利を

超越して、政府の統制すら及ばず、軍事と秘密外交の問題として処理されてしまう危険性

が高い。第一次世界大戦直前の英仏協商下でフランスとの軍事協力関係を推し進めたグレ

イ外相に対して、アスキス内閣が、軍事協定に押し流されることがないようにしばしば牽

制していたのは、アスキス首相がこの危険性を熟知していたことを示している。 

 最近の日本でも安保法案をめぐって、軍部独走というべき事態が発生している。2014

年12月の総選挙直後に訪米した自衛隊の河野克俊統合幕僚長が、米軍高官との会談で、来

年[2015年]夏までに法案は成立するとの見込みを伝えていたと報じられている。これは、

安倍首相が2015年４月末にアメリカの上下両院合同会議で今夏までの成立を表明したの

よりも５ヶ月ほども先行して、法案すら確定する前に、制服組の頂点に立つ人物が立法予

定を外国軍の幹部に｢約束｣していたことになる。参院平和安全法制特別委員会でこの問題

を問われた防衛省は調査の結果、統幕長と米軍高官との会談記録は省内に残っていないと

報告しているが、防衛省が関知しないところで制服組がこのような｢軍人外交｣を行うのは

完全に文民統制を逸脱した事例といわざるをえない。 

 また、自衛隊の統合幕僚監部が、安保法案の国会審議に先立って、｢日米防衛協力のた

めの指針(ガイドライン)及び平和安全法制関連法案について｣(2015年５月末)という内

部文書を取り纏めていたことが参院特別委員会で暴露されたが、そこには、同盟調整メカ

ニズム(ACM)という機構が盛り込まれ、その中心的な機能は自衛隊制服組と米軍との｢軍

軍関係｣が握ることとされていたのである。中谷防衛相がこの内容を関知していなかった

ため、参院特別委員会の審議が停止するといった事態に陥るほどであったが、軍事同盟が

文民統制の原則を踏み外して、｢軍部｣の独断専行になりがちであることを如実に示してい

る。 

 さらに、米陸軍ナイトストーカーズ(第160特殊作戦航空連隊)のMH-60ヘリ事故(2015

年８月12日､沖縄沖)では、日本が同盟関係にない第三国の特殊戦部隊と陸上自衛隊（中央

即応集団・特殊作戦群）との共同演習がなされていたことが暴露され、軍事同盟の統御し

難い側面が浮き彫りにされた。 
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５ 武器輸出三原則の改定 

（１）武器輸出三原則の基本的な理念 

 武器輸出三原則とは、他国が武力を保持することに日本が加担しないことを定めた原則

で、日本経済が武器の生産と輸出に依存しないように歯止めを掛ける効果があった。 

 この武器輸出三原則の起点は、1962年に通産省通商局長が共産圏向けの武器輸出につ

いては対共産圏輸出統制委員会(COCOM)の規定に従う、すなわち禁輸との答弁から始ま

っている。さらに、1965年外務省アジア局外務審議官が紛争当事国への武器･軍需物資の

輸出は承認しないと答弁することで、およそ後の三原則の骨格が完成し、1967年に佐藤

栄作首相が、「①共産圏諸国向け、②国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向

け、③国際紛争の当事国又はそのおそれのある国向け」の武器輸出は禁止すると答弁する

ことで武器輸出三原則は確定した。その後さらに1976年には三木武夫首相の答弁で、④

三原則対象国以外への輸出も慎み、⑤武器製造関連設備の輸出については｢武器｣に準じて

取り扱うものとされた。また、1981年には、通産省の承認をえずに砲身を韓国に輸出し

た堀田ハガネ事件をきっかけとして、｢政府は武器輸出について厳正かつ慎重な態度をも

つて対処すると共に制度上の改善を含め実効ある措置を講ずべきである｣との国会決議も

なされた。 

 

（２）抜け道･例外規定 

 むろん、武器輸出三原則には、対米輸出･技術協力については、抜け道も用意された。

たとえば、1983年には中曽根内閣の後藤田正晴官房長官が｢対米武器技術供与についての

談話｣を発表し、アメリカは明白に｢国際紛争当事国｣だが、日米安保条約の観点から例外

扱いすることとし、また、2005年には小泉内閣が、アメリカとの弾道ミサイル防衛シス

テムの共同開発･生産は三原則の対象外とするとの官房長官談話が発表された。いずれも

日米安保条約の相手国であるアメリカを例外扱いする抜け道規定であった。 

 

（３）改定への動き 

 しかし、2007年になると、防衛庁の総合取得改革推進プロジェクトチーム(兵器調達の

効率化の方策を探るための庁内検討機関)が、「効果的･効率的な研究開発に資する国際協

力を推進するため、各国との技術交流をより活性化するとともに、国際共同研究･開発に

係る背景や利点･問題点などについて一層の検討を深める必要がある｣との提言をして、ア

メリカ以外の国も含む国際共同研究･開発という三原則改定の方向性を打ちだした。防衛

庁としては国際共同によって兵器の調達価格が下がることを期待するとともに、日本経済
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団体連合会は逆に輸出需要や技術移転の可能性に期待して、この方針に賛意を表明したの

である。ここでは、アメリカだけを同盟国として例外扱いする抜け道から、国際共同開発

を一般論として是とする方向が目指されるようになった。国際共同が用兵側と財界双方の

利益の一致点となったのである。 

 2010年１月には、民主党鳩山内閣の北沢俊美防衛相が日本防衛装備工業会で、｢2010年

末に取りまとめられる防衛計画の大綱(新防衛大綱)において武器輸出三原則の改定を検

討する｣と発言し、見直しの内容としては｢日本でライセンス生産した米国製装備品の部品

の米国への輸出｣や途上国向けの武器輸出をあげた。ここでも、やはり輸出志向という財

界の要求を先取りする方向性が示されたのだが、このときは、民主党政権と連携関係にあ

った社民党の反対があったため、この議論は先送りされた。 

 

（４）改定 

 こうして1960年代以来の武器輸出を禁止する原則はからくも半世紀近く守られてきた

のだが、これに大きな風穴を開けて､実質的に三原則を改訂したのが民主党の野田内閣で

ある。2011年12月27日という年の瀬の押し迫った時期に、同内閣の藤村修官房長官の談

話として、①平和貢献･国際協力にともなう案件は、防衛装備品[＝武器]の海外移転を可

能とする、②目的外使用･第三国移転がないことが担保されるなど厳格な管理を前提とす

る(目的外使用･第三国移転を行う場合は日本の事前同意を義務付ける、③安全保障面で協

力関係にある国で、共同開発･生産がわが国の安全保障に資する場合はそれを推進すると

の新方針を発表した。 

 従来の三原則を大幅に逸脱する内容が、こうした年末に、それも官房長官談話という軽

い形式で発表されたのには理由がある。この一週間前、12月20日の閣議で、政府は航空

自衛隊の次期戦闘機としてF-35を導入することを決定していた。航空自衛隊としてはもと

もとはF-22がほしかったのだが、アメリカがどうしても輸出を許可しなかったため、導入

機種をF-35に変更したものの、これは国際共同開発･生産の戦闘機であるため、武器輸出

三原則を改定しなければ導入できなかったのである。ここでは、買い物を先に決めてしま

ってから、それに適合するように慌てて武器輸出三原則に風穴を開けるという姑息な手段

が採られたことを記憶に留めるべきであろう。 

 この三原則の実質的な改定を前提にして、2014年４月１日に安倍内閣は従来の武器輸

出三原則に代えて、｢防衛装備移転三原則｣を閣議決定する。①原則的な輸出禁止から禁止

する場合(67年佐藤首相答弁②･③に相当)の限定への変更、②移転を認め得る場合(ⅰ平和

貢献･国際協力の積極的な推進に資する、ⅱ日本の安全保障に資する)の限定、厳格審査、
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情報公開、③目的外使用と第三国移転について日本国政府の事前同意を相手国に義務付け

の三点を主たる内容として、日本の武器輸出は原則禁止ではなくなった。 

 さらに、2015年10月１日には、防衛装備庁が設置され、武器の調達･開発だけでなく、

輸出も扱う官庁が日本に登場することとなった。防衛装備庁のロゴマークは、軍用機･戦

車･軍艦が世界を駆け廻る意匠で、武器輸出に主眼をおいていることがそこにも示されて

いるし、政府は、これに加えて、武器輸出貿易保険も検討中であり、武器輸出三原則の改

定によって武器を輸出できる国になっただけでなく、そのうえ、武器輸出を奨励する国と

なることまで目指していることになる(8)。これは、武器を輸出した相手国政府などが支払

不能の状態(カントリーリスク)に陥っても、輸出企業はこの武器貿易保険に加入しておけ

ば、輸出先から回収できない代金を｢日本貿易保険(NEXI)｣(9)によって補填してもらえる

という武器輸出奨励の国策として機能するようになるであろう。 

 ちなみに、｢防衛装備｣とは「武器｣の日本政府官庁用語(自衛隊用語)だが、原則的に輸

出できないときは｢武器｣という通常の語で差し支えなかったのに、輸出できるとなるとと

たんに､自衛隊の武器と同様に｢防衛装備｣という言葉遣いに変更されたところが注目され

る。｢武器｣を｢防衛装備｣に言い換えれば、その保持も輸出も許されるという発想がここに

現れている。 

 

６ 三原則改定と戦争法案と特定秘密保護法 

（１）三原則改定と特定秘密保護法 

 武器輸出三原則の改定によって、兵器の共同開発･生産･輸出が可能になると、兵器やそ

の製造･整備技術に関する｢秘密｣を守る義務も、当然の結果として、国際化する。国産兵

器と輸入兵器を用いるだけなら、自衛隊法や防衛省納入の契約で秘密は守れたのだが、国

際共同開発･生産となると、｢秘密｣の及ぶ範囲は圧倒的に広がるからである。 

 

（２）｢安全保障｣法制 

 ｢集団的自衛権｣は、外交的･軍事的には、軍事同盟(相互防衛義務)にほかならないから、

軍事同盟によって、やはり｢秘密｣の義務は国際化する。防衛省統合幕僚監部が2015年５

月末に作成した「日米防衛協力のための指針及び平和安全法制関連法案について｣という

内部文書は国会審議で取り上げられたので特定秘密保護法違反に問われなかった(また、

国会審議で取り上げられるためにこそ野党への内部告発があったものと思われる)が、個

人であれジャーナリストであれ、防衛省関係者からそうした文書の有無や内容について聞

き出そうとするなら、特定秘密保護法違反とされる可能性があるし、また、第三国を含む
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特殊戦部隊との共同演習も､米陸軍ナイトストーカーズMH-60ヘリ事故(2015年８月12

日)によって｢たまたまばれ｣て、国民の知るところとなったが、これも、防衛省や米軍関

係者から聞き出そうとするなら違反を問われることになるであろう。軍事同盟とは国民の

知らないところで進み、また、国民に秘密にする領域を拡張する性格が強いのである。 

 

（３）特定秘密の肥大化の危険性 

 特定秘密として指定しうる事項のうち、第１号(自衛隊法や国家公務員法による守秘義

務)は特定秘密保護法がなくても守れるはずの秘密であるが、武器輸出三原則改定と｢安全

保障｣法制によって、同法指定の第２号(外交に関する事項)、第３号(外国の利益を計る目

的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項)、および第４号(テロ活動防止に関する事

項)が際限なく、国民のチェックの及ばないところで肥大化して、民主主義的なチェック

と知る自由を形骸化させる危険性が増大しているのである。 

 

７ 成長戦略と軍事 ―アベノミクスという隘路―  

 さて、以上見てきたように、日本の軍事と兵器産業を巡る状況は2010年代以降、大き

く変化しつつあるのだが、それらの変化は、日本経済や経済政策の現状とどのような関係

にあるのだろうか。 

 

（１）成長戦略の二類型 

 不況を克服し、経済を成長軌道に乗せるための政策には大別して二つの型がある。第一

は、消費･生活主導型で、普通の人々の日々の暮らしに直結した需要を伸ばすことで停滞

基調から成長に転換させる政策である。さまざまな消費財への国内需要を伸ばすことがそ

の基本にあるが、物的に必要なものがほぼ行き渡っている先進国の場合、余暇や自己啓発

に関わる支出や、介護･子育て支援などの対人サービス(生活保障関連ビジネス)への支出

を伸ばすことに、大きな効果が期待されている。この消費･生活主導型の成長戦略の実例

としては、1930年代後半にアメリカで採用された後期ニューディールの経済政策、同時

期のフランス人民戦線政府の経済･社会政策、さらに、戦後、欧米および日本の各国で高

度成長期に採られた政策などがある。 

 第二は、投資主導型の成長戦略である。投資環境を整え、投資を先行させて生産性･生

産力を高めることで、経済を成長に導こうとする政策だが、国内の消費･生活に根ざした

分厚い需要に支えられない場合、伸びた生産力はそれ以外の需要を求めざるをえなくな

る。この投資主導型の成長戦略の実例としては、1920～30年代のイタリア･ファシスト政
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権の経済政策や、同時期のソ連の二度の五カ年計画、1930年代中葉以降のドイツ･ナチス

政権の経済政策があある。これらは例外なく、消費･生活需要の充分な伸びをともなわな

かったため、例外なく、輸出依存(通貨切り下げをともなう近隣窮乏化政策)、公共事業依

存(ファシスト･ナチズム･スターリン時代に共通する巨大建築計画や、ナチスのアウトバ

ーンや1936年ベルリン･オリンピックにともなう建築･土木需要)、そして経済の軍事化と

いう、国民の消費に直結しない歪んだ経済をもたらしている。2012年の総選挙前に鳴り

物入りで登場した｢アベノミクス｣もこの投資主導型の成長戦略の弱点に完全にはまり込

んでいる。 

 

（２）アベノミクスと「異次元緩和」 

 アベノミクスは金融の｢異次元緩和｣で通貨を大量に市場に供給することで投資が進む

ことを期待するとともに、異常な円安環境に経済を誘導したが、輸出は思ったほど振るわ

ず、また、原油安という天佑にもかかわらず、国民の消費･生活に結び付いた需要も伸び

ていない。将来の雇用と生活に根本的な不安を抱えているため消費が伸び悩んでいるだけ

でなく、介護･子育て支援･男女共同参画などに結び付く新たなビジネスモデルを構築する

という方向に投資がなされていないのである。投資は日本経済を革新する方向には向かわ

ず、むしろ海外に逃避してしまう傾向を強めている。 

 したがって、異常な通貨切り下げにもかかわらず輸出増加にそれほど期待できないとな

ると、アベノミクスは、これまでの投資主導型の事例と同じように、公共事業と経済の軍

事化に否応なく進まざるをえないのである。巨額の借金に支えられる｢オリンピック景気｣

も、また、｢マイナンバー(社会保障・税番号制度)｣も投資主導型の陥りやすい公共事業の

実例である。後者は｢国民生活を支える社会的基盤として導入する｣とされているが、国民

にはほとんど実際上の利点が感じられないにもかかわらず導入されるなら、個人情報流出

と悪用･濫用の危険性を免れないため、この危険性に将来にわたって対処し続けるために

IT業界に巨額の国費が注ぎ込まれるという仕組みをマイナンバーが作りつつあるといっ

ても過言ではない。また、すでに第５節で見たように、武器輸出三原則の改定(｢防衛装備

移転三原則｣)と防衛装備庁設置が防衛省と財界とのキャッチボールを通じて徐々に用意

され、防衛予算が３年連続で増額してきた背景には、バブル破綻後の日本経済が消費･生

活主導型の成長軌道に乗ることに失敗し続けてきたという背景が作用しているのである。 

 

（３）課題先進国日本のチャンスが逃げていく 

 現在の日本は課題先進国であるといわれている。課題というのは、単に問題や弱点があ
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ることがわかっているということではない。課題とは、解法や解決の方向性の見えている

問題を指す。日本は、そういう意味で、多くの課題を抱えた、それゆえに、社会と経済の

大きな革新を期待できる国なのである。 

 ところが、バブル破綻後の日本は、高齢化･少子化社会対策、男女共同参画の推進、労

働時間低減と余暇(=消費)の拡大(ワークシェアリングとワーク･ライフ･バランス)、脱炭

素･脱原発へのエネルギー転換等々の課題を解決する方向には、残念ながら向かわなかっ

た。未曾有の被害と恐怖を引き起こした東日本大震災と原発事故もエネルギー転換の引き

金にならず、政府と原子力業界は相変わらず行き詰まったエネルギー政策に固執してい

る。日本はこうした解決可能な問題群を解く機会を無駄に失ってきたのである。これらの

諸課題で、新しいビジネス･モデルと雇用スタイルを創出できれば、無駄ではない投資機

会も生まれるであろう。介護や子育て支援など、いわゆる福祉の諸分野は、しばしば社会

のお荷物と考えられがちであるが、その分野で新たなビジネス･モデルと雇用スタイルを

生み出せるなら、それはお荷物ではなく、日本経済にとって大きなチャンスになるのだ。

男女共同参画も、労働時間削減･余暇拡大も、再生可能なエネルギー資源への抜本的な転

換も、すべてが日本にとっては非常に大きなチャンスとなる課題なのである。 

 

８ ｢日本｣の曲がり角 

（１）近現代日本経済の三つの時期 

 以上のような二つの成長戦略の型を措定して考えてみると、幕末開港期以降の日本は大

きく三つの時期に分けることができるだろう。第一期は、生産力が発展しても国民は貧し

かった時代で、ほぼ1860年から1950年までの90年間がこの時期である。この時期には、

何よりも近代産業の移植･確立のために殖産興業･富国強兵策が採られ、そうした分野への

投資が重点的になされた。その結果、日本経済は輸出依存と軍事依存を特徴とした成長を

遂げた。｢印度以下的低賃金｣（山田盛太郎）は輸出には有利であったが、民衆の消費拡大

にはつながらず、国内市場は狭隘なままに残された時代である。日本の世界遺産(文化遺

産)のうち近代に関係する４件(原爆ドーム、石見銀山、富岡製糸場、明治日本の産業革命

遺産)がいずれも輸出産業か軍備･戦争に関連する遺産であることは、この時期の日本の特

徴をよく表している。この時代の日本に輸出･軍事依存とは別の成長を構想した者がいな

かったわけではない。1880年前後の自由民権運動は、たとえば初期の演歌｢ダイナマイト

節｣で｢国利民福増進して民力休養せ｣よと歌われていたように、民衆が豊になることを目

指していた。しかし、松方デフレ政策で紙幣整理と軍拡財政を行ったため、豪農的発展の

道は閉ざされ、自由民権運動も挫折してしまった。その後も社会主義運動や諸種の改良運
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動が民衆的な経済発展の構想を示したが、結局、第二次大戦後にいたるまで輸出･軍事依

存の経済成長の方向性を根底的に改めることはできず、民衆が貧しいままに放置された成

長の道をたどったのであった。 

 第二期は、国内の大衆消費に支えられた経済成長の時代で、1950年から1980年代いっ

ぱいの約40年間である。これは、いうまでもなく、戦後の高度成長期であり、｢三種の神

器｣(白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫)、｢新三種の神器｣(カラーテレビ、クーラー、自家用車)

に象徴される耐久消費財が普及し、また、映画･漫画･出版文化が栄え、ドル･ショックと

オイル･ショックという1970年代の二度の外的な混乱も、他国に比べてうまく乗り切った

｢ジャパン･アズ･ナンバーワン｣の時代でもあった。この時期にも、公害や、過大な労働時

間、通勤地獄、男女差別などさまざまな問題はあったが、日本に暮らす人々の多くが、生

活が物的に向上することを実感できた時代でもあった。 

 この第二期の末期が土地バブルと証券バブルとに踊らされて、狂奔のすえにはじけた後

が第三期で、1990年代以降、現在までの四半世紀である。第二期が国民の生活の物的な

向上の時期だったとするなら、第三期は本来なら生活の質的な向上がはかられ、そうした

方向に大衆の消費が伸びるべきだったのだが、現実には第二期とはうってかわり、大衆消

費は伸び悩み、第三の｢三種の神器｣は登場せず、課題先進国のビジネス･チャンス(介護･

子育て･エネルギー転換等々)も活かせなかった時代である。その結果、雇用の非正規化・

不安定化の進展とあいまって、日本の国内市場の規模は相対的に小さくなり、輸出依存･

軍事化へ逆戻りする危険性が、2000年代以降、徐々に増してきたのである。武器輸出三

原則を改定し、特定秘密保護法を制定し、｢安全保障｣という名で括られた法案を憲政史上

最も乱暴な仕方で｢可決｣し、武器輸出には貿易保険(NEXI)を動員する(武器輸出を税金で

後押しする)ことまで目論まなければならない一連の状況と、アベノミクスの失敗･頓挫と

の歴史的･経済的な根拠はこうしたところにあったのである。 

 こうした逆戻りをそのまま定着させるのか、それとも課題先進国のビジネス･チャンス

を活かす方向に転換させるのか、今がまさに曲がり角ということができよう。 

 

（２）機会の逸失と大学の役割 

 日本の財界はこうした機会を、この四半世紀の間、ほとんど活かすことができずに、旧

来型のモノを作って輸出するというビジネスのあり方しか追求できなかった。それゆえ

に、ますます規制緩和を進めて、企業が身軽になる方向性しか見てこなかったのである。

財務省は、こうした財界の発想に強く制約されている。文科省はその財務省の誘導に対し

てまったく無抵抗にしたがって、日本の教育･研究環境に本質的に望ましい変化をもたら
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すことに失敗してきた。 

 2015年６月８日付で、文科省より各国立大学法人に対して、｢国立大学法人等の組織及

び業務全般の見直しについて｣の通知なるものが出された。そこでは、｢特に教員養成系学

部･大学院、人文社会科学系学部･大学院については、18歳人口の減少や人材需要、教育研

究水準の確保、国立大学としての役割等を踏まえた組織見直し計画を策定し、組織の廃止

や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めることとする」という、各

国立大学法人の教育･研究のあり方に大きく容喙する内容が明記されているのだが、ここ

に作用しているのは｢財界｣の発想であろう。眼の前にある課題と足許のビジネスチャンス

がわからず(それを活かせず)、それゆえ、｢国立大学としての役割｣や｢社会的要請｣の何た

るかを理解できず、これまでのところ、｢教員養成｣や｢人文社会科学｣の役立て方に頭も回

らず、相変わらずモノや建物を作ることと輸出することしか考え出せてこなかった財界の

発想が反映しているのである(10)。 

 文科省独自の発想が作用しているとするなら､政府を批判するような学者への嫌悪感が

表出しているとみることができるかもしれないが、全体としては財界に引き摺られた財務

省に、文科省が引き摺られた結果がこの通知ということができよう。 

 ここには、どこか、学徒出陣との類似性が感じられる。戦局が厳しくなった1943年10

月以降、文系および農業経済学科などの学生への徴兵猶予を停止して、在学中の徴兵が始

まり学徒兵が大量に動員されたのであるが、｢当面の役に立つ[と権力者が思い込んでい

る]もの｣以外は切り捨てることで、国家百年の計を誤る同型性を看取することができよ

う。学徒出陣が今回の文科省通知と大きく異なるのは、教員養成系の学生の徴兵猶予は継

続したことである。むろん、当時は子どもが多かったので、教員養成は当面の役に立つ分

野だったのだが、今は少子化しているために、教員養成系学部のゼロ免課程が狙い撃ちに

されたわけである。 

 すでに見てきたような課題先進国の問題を解決し、新たなビジネス･モデルを構築する

ためには、いわゆる｢理系｣の人材だけでは不充分であることは明らかである。そもそも、

｢文系｣、｢理系｣といった学問的にも実務的にも本質的ではない区分に安易に依拠している

点に、今回の通知の底の浅さが露呈しているのだが、先述の諸課題を達成するためには、

いずれの課題についても、文理融合の新しい知と技が必要なことはいうまでもない。また

初等･中等教育の効果を高め、社会教育･成人教育を充実させるためには、むしろ、教員養

成系の役割はますます大きくなると考えるべきである。先進国中で教員一人当たりの生徒

･児童数が際立って多く、教育の公費負担が際立って低く、社会教育も浸透しない状況を

変えるところにこそ、新たなビジネス･チャンスを見出すべきなのである。 
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９ 右翼の伝統と「美しい日本」 

（１）｢美しい日本｣ 

 日本には、美しい面と醜く汚い面の両方があったし、いまもそれらはある。また、どの

国にも、たとえばアメリカであれ、中国や韓国･北朝鮮、ソ連･ロシアであれ、美しい面と

醜い面の両面があるのはごく当然のことである。それにもかかわらず、｢美しい日本｣をこ

とさらに強調することにはどのような意味があるのであろうか。｢美しい日本｣とだけ言っ

て、｢愛国心｣と国旗･国歌義務と｢積極的平和主義｣を唱えても、それだけでは何の意味も

ないのではないだろうか。では、｢美しい日本｣とは何なのだろうか。それを探ってみるこ

とにしよう。 

 

（２）右翼思想の衰退･解体 

 かつての日本には、｢日本とは何か｣、｢日本(あるいはアジア)の守るべき価値は何か｣、

｢日本を日本たらしめているのは何か｣をそれなりに真剣に考え続けた右翼思想の確固と

した伝統があった。それは、たとえば、江戸時代の賀茂真淵や平田篤胤の国学に始まり、

幕末の吉田松陰を経て、宮崎滔天、井上日召、北一輝辺りまで連綿と続いてきたのである。

こうしたまじめな右翼思想の末期が、不況の連続した戦間期、殊に恐慌が深刻化した1930

年代にテロを正当化する思想に変質してしまったのは、近代日本が先述の通り、投資主導

型の発展は遂げたものの、国民の安寧を保証し、生活の質を向上させる方向には発展しな

かった ―｢美しいはずの日本｣を実現できなかった― ことへの絶望的な、しかし強烈な

批判が内在していたからである。ところが、その後、1940年頃の赤尾敏から児玉誉士夫、

さらに三島由紀夫にいたる過程で、まじめな右翼思想は完全に腐敗堕落してしまったので

ある。彼らは､｢美しい日本｣がなぜ実現できないのか、日本にはなぜ醜く、弱く、劣った

面があるのかを真剣に考察することを放棄して、一方では権力と利権に擦り寄り、他方で

は観念的に肥大した自己意識に押し潰されたのである。 

 

（３）右翼思想の空洞化･無内容化 ―日中両国にとっての問題―  

 安倍晋三やその取り巻き（日本会議、神道政治連盟、みんなで靖国神社に参拝する国会

議員の会、国家基本問題研究所、美しい日本の憲法をつくる国民の会等々）、また自由主

義史観を唱導する論者たちは、上述の意味での右翼の真髄を完全に喪失してしまってい

る。したがって、彼らは、①日本の醜かった面をひたすらなかったことにすること(と、

それに加えて、植民地支配や従軍慰安婦など醜かった面は日本だけでなく欧米諸国にもあ

ったとことさらに強調すること)と、②際限なく｢アメリカ｣に擦り寄る以外に、｢美しい日
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本｣を表現できないのである。歴史問題(日本の過去にあった醜い面を直視せず、｢深刻な

反省｣を続けることを｢自虐的｣と貶めて放棄することによって、日本とアジア諸国の双方

の国民を失望させ続けている問題)と｢安全保障｣法制とは、右翼の空洞化という点で同根

の現象である。しかし、｢安全保障｣法制で擦り寄られる当の米国は、日本の軍事化と武器

輸出は歓迎するが、日本が歴史問題を直視しないことにはきわめて冷淡なことを上述の者

たちは冷静に認識すべきであろう。 

 しかも、上述の①と②は、日本に反省を求める正当性などさまざまな口実を中国の支配

層に与えて､一方では民主化や腐敗是正を遅らせる一要因となっているし、他方では、中

国の絶え間なき軍事力強化を正当化する要因ともなっている。つまり、空洞化した日本の

右翼思想は、日中両国の国民にとって負の影響を及ぼしているのである。 

 

１０ むすびにかえて ―｢中国の脅威｣と日本の安全保障― 

 過去を反省しない日本が中国にさまざまな口実を与えている裏返しで、｢中国の脅威｣

は日本に違憲立法を正当化する口実を与えている。東アジアの望ましくない方向への曲が

り角に作用しているのは、こうした奇妙な相互関係なのである。 

 

（１）｢中国の脅威｣論 

 ｢集団的自衛権｣の行使が合憲か違憲かという問題設定とは別のところで、増大する中国

の軍事的な脅威から日本を守れなくなってきているのだから、軍事同盟を強化して、抑止

力を高めなければならないという戦争法案賛成･容認論がある。中山義隆石垣市長、村田

晃嗣同志社大学長などはこうした方向性で発言しているが、新聞の投書欄などにも、｢中

国の脅威｣に対応して軍事同盟･抑止力を強化する必要があるのではないかという意見は

しばしば登場している。実際に中国の軍事力強化、殊に南シナ海、東シナ海への海洋進出

には目を見張るものがあるから、こうした脅威論にはある種のリアリティを感ずる方も少

なくないであろう。 

 では、戦争法案とヴァージョンアップするであろう日米安保で、｢中国の軍事的脅威｣

から日本を守れるのだろうか。米中全面戦争にでもなれば、中国は真っ先に日本にある米

軍基地(沖縄、佐世保、岩国、厚木、横須賀、横田、三沢等々)を核ミサイルで叩き、日本

は壊滅的な被害を被るであろう。しかし、それは、日本に米軍基地が存在しているという

前提条件のもとで米中全面戦争という破局的な事態を想定した場合であって、日本に米軍

基地がなければ、日本は米中の軍事的な対立や衝突に巻き込まれる危険は低減する。では、

アメリカとの間の軍事同盟がなければ、日本は弱いから、中国が日本本土を軍事攻撃･侵
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略する可能性はあるといいうるだろうか｡今後、中国が軍事力を強化し続けて、そうした

潜在的な能力を獲得する可能性は否定できないだろうが、そのようにして日本を攻撃し、

侵略しても、国際社会から強く非難されるだけで、中国には何のメリットももたらさない

であろう。日本とはそれほど天然資源の豊富な国ではない。中国にとっての日本の魅力と

は、その技術であり、市場であろう。つまり、中国にとっては日本との経済的関係を平和

的に維持し、発展させる方が大きなメリットがあるのだ。したがって、日本も中国に、軍

事的な野心を発揮させるような口実を与えなければいいのである。 

 

（２）沖縄と｢兵士の生命の政治的･社会的コスト｣ 

 では、中国が沖縄ないし宮古･八重山･尖閣を軍事侵略する可能性はどうだろうか。その

場合､米軍は沖縄を守るだろうか。この点について、軍事の専門家たちは、アメリカは沖

縄ないし宮古･八重山･尖閣を守るつもりはないと考えている。米軍は自衛隊と合同で仮想

敵の着上陸阻止演習を行ってはいるが、米軍兵士の政治的･社会的コストは非常に高いの

で、これらの島々を護るために米軍兵士が多数死傷することになったら、米国内世論を収

めることができないというのがその主たる論拠である。2015年８月16日に普天間基地の

辺野古移設問題について中谷防衛相と会談した翁長沖縄県知事は、「辺野古が唯一の解決

策」との防衛省側の説明を却けたのであるが、その背景には、米海兵隊が沖縄に駐留し続

ける合理性はほとんどないという専門家たちの見解が作用している。もし、米海兵隊が沖

縄を守るために沖縄に駐留しているのだとするなら、海兵隊の諸機能が一元的に沖縄に配

備されていなければならないが、実際には強襲揚陸艦は佐世保の海軍基地に、航空兵力も

岩国やグアムに分散配備されて、沖縄を守る配備状態にないことは明白なのである。万一、

沖縄県島嶼部をめぐる軍事情勢が不利になった場合、米軍は海兵隊も含め、日本本土やグ

アムに退避することに、すなわち沖縄は見捨てることになるであろう。 

 このように沖縄駐留米軍が､｢中国の脅威｣に対する抑止力たりえない理由は、直接的に

は二つある。まず第一に、先に述べたように、米軍兵士の政治的･社会的コストが高い点

に、第二に、抑止力論がそもそも相手次第の不確かな安全保障思想であるという点に求め

ることができる。アベ君が｢喧嘩の強いアソウ君｣と組んでも、相手がそのアソウ君を恐れ

ないなら、アソウ君との同盟は抑止力として効果を発揮できないであろう。相手がアソウ

君よりも圧倒的に強ければ相手はアソウ君を恐れる必要はないし、相手の兵士の政治的･

社会的コストがこちら側よりもはるかに低い場合、相手は多数の兵士を動員し、大量の戦

死者が出ても、｢愛国英雄｣に祭り上げれば政治的･社会的には済むわけだから、相手はア

ソウ君を恐れずに突き進んでくるだろう。したがって、確実にこちら側の安全を保障しう
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る唯一の道は軍事的な対抗を強めることではなく、相手の兵士の生命の政治的･社会的コ

ストを高くすることなのである。 

 

（３）沖縄と日本の安全保障 

 以上見てきたように、戦争法案で軍事同盟を強化しても、沖縄ないし宮古･八重山･尖閣

は守れない。 

 日本の外務省は、中国との間に軍事的緊張状態はないとして｢中国の脅威｣の存在そのも

のを否定しているが、それでも｢中国の脅威｣を主張しようとするなら、その脅威に対応す

る最善の道は、こちら側の軍事力を強くすることではない。中国の兵士の政治的･社会的

コストがこちら側よりはるかに低い状態が、軍事的な脅威の源だからである。 

 中国では、人権と自由と民主主義を求める声と運動があとをたたずに現れてはいるが、

他方で、人権と自由と民主主義がいまだ充分に尊重されていないこと、また、階層間およ

び地域間の格差が非常に大きいことも、また、残念ながら否定し難い事実である。中国の

支配層である中国共産党は自分たちこそが日本帝国主義から中国人民を解放した主体で

あると｢自負｣し続け、過去を反省しない日本の政治家たちを非難することで自らの正当性

を維持し続けることが可能になっている。また、中国の海洋進出には、アメリカ帝国主義

に対する当然の自衛という｢正当性｣の理屈が作用してもいる。 

 こうした状況では、もし仮に｢中国の脅威｣があるのだとしても、こちら側の軍事力と軍

事同盟を強化することは逆効果ではあっても、安全保障に有効に結び付く手段でないこと

は明らかであろう。安全を保障するための確実な道は、中国が人権と自由と民主主義の尊

重される社会になるように促すことなのである。中国兵の政治的･社会的コストを低く留

め、また中国の軍事力強化を正当化している要因(｢アメリカ帝国主義の野望｣や｢軍国主義

の過去への反省を欠いた日本｣等々の口実)を中国に与えないこと、つまり、中国の民衆心

理を好戦的で冒険主義的な方向(反日世論と海洋資源への実利に煽られる方向)へ向かわ

せず、国内の格差縮小･民主主義･腐敗粛正の方向に向かわせることが､日本の安全保障へ

の道なのである。 

 つまり、｢深い反省｣と､平和への強い意志と､国連憲章･日本国憲法の理念を実現するこ

とこそが安全保障の確実な道なのであって、｢自虐史観｣や｢謝罪外交｣からの脱却を唱え､

｢私たちの子や孫､そしてその先の世代の子どもたちに､謝罪を続ける宿命を背負わせては

なりません｣(11)などと傲慢に言い放つことが､むしろ｢謝罪を続ける宿命を背負わせ｣るこ

とになるという自家撞着に気付くべきである。なぜならば､侵略と軍国主義についての謝

罪に対して､赦すことができるのは､直接的には､害を被った東アジアの諸人民であって､
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｢日本国｣ではないからである。先方が赦すという前に､こちらから一方的に謝罪も反省も

やめてしまったら、喧嘩を売るようなものであろう。安倍首相には国内でおのれを支持す

る人々とアメリカの支配層しか見えていないようである。2014年にダヴォスで、日中関

係を第一次世界大戦前の英独になぞらえたのも同断の短慮な発言であった。 

 ｢自虐史観｣や｢謝罪外交｣からの脱却を唱え、閣僚が靖国神社に参拝することは、国内の

一部世論には受けるかもしれないが、対外的な政策広報効果という点では完全にマイナス

であって、相手国の支配層に｢正当性｣の口実を与え、兵士の生命の政治的･社会的コスト

を低く留め、愛国的で好戦的な世論を培養する結果になるから、却って日本の安全を脅か

すことにつながるのである。相手をより民主的で、豊かで平和愛好的な国民にするために

も、日本は ―天皇だけでなく、政治家も、国民も― ｢深い反省｣を続けなければならな

いのである。 

 

（４）「密接な経済的相互依存関係｣だけでは危うい 

 現在の東アジア･東南アジア諸国間にはきわめて密接な経済的な相互依存関係が成立し

ているのだから、多少の政治的摩擦はあっても、戦争にまで発展することはないという見

解を、いまもときに眼にすることがある。しかし、本稿が見てきたように、経済的に密接

な関係と、武器輸出三原則の改定や｢安全保障｣法制･軍事同盟の強化や軍事的緊張の高ま

りとは完全に併存しているのである。後者は、日本のビジネス･チャンスをものにできな

い貧困な発想しかもちえない財界と、日本とは何であるかについてまじめに思考すること

を放棄した堕落した右翼たちの妄想から発生しているたわごとなのである。また、中国や

韓国等での｢反日･嫌日世論｣なるものも、密接な経済的関係と完全に併存しえていること

に注意する必要があある。戦争の危機は、必ずしも経済的関係の冷却に起因するだけでな

く、国内政治と世論と民衆心理の裡にこそ潜んでいるからである(12)。 

 第一次世界大戦はヨーロッパ諸国間の極めて密接な経済関係にもかかわらず、むしろ、

密接な関係ゆえに経験するさまざまな｢繁栄の中の苦難｣の原因を他国に帰し、自国を被害

者とするナショナリズムの世論が同時に鏡像的に高まって、戦争原因を形成した(13)。｢経

済｣は平和を守る｢自動装置｣ではないのである。戦争原因はナショナリズムの世論と、そ

れを利用する政治と、それらに動員される愛国的な民衆心理との相互作用の中に、つまり

外交的にではなく、また、経済的にでもなく、国内的に用意されたのである。 

 百年前のイギリスで、｢密接な経済的関係ゆえに、いまや国境も戦争も過去の幻影にな

った｣と考えた自由主義的平和思想(N.Angell, The Great Illusion, 1910)は数年後に実際

に大戦が勃発し、その結果、密接な経済的関係が壊されてしまった事実によって、破綻し



－ 38 －

『国際武器移転史』第 1号（2016 年１月）

ている。社会主義の大義にしたがって｢万国の労働者が団結する｣ことで戦争を防止しよう

とした社会主義的平和思想も国民の愛国熱狂の前には脆くも崩れ去ったのである。日本で

も、中国でも韓国でも、われわれがいま戦争を回避するためにしなければならないのは、

｢国外の軍事的脅威｣に｢力｣で対抗することではなく、被害者的なナショナリズムと、それ

を利用しようとする政治に対して、冷静で現実的な安全保障の途を指し示すことである。

｢安全保障｣法制･軍事同盟、武器輸出、｢中国脅威論｣やヘイトスピーチ、｢自虐史観･屈辱

外交･謝罪外交からの脱却｣は日本の安全保障の途ではなく、東アジアの危機を増幅させる

途であるといわざるをえない。 

 

注 
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(7) 純粋に軍事的に見るなら、国連による集団安全保障(すなわち、ほとんどすべての国が

単一の軍事同盟を構成すること)が唯一の合理的な解であったはずなのだが、そこには実

際には、さまざまな非軍事的要因(内政や外交)が作用するので、国連の集団安全保障です

ら安定的な軍事同盟たりえなかったのである。 

(8) 『東京新聞』2015年９月23日。 

(9) 日本貿易保険は元来は政府が運営し、2001年以降は独立行政法人だが、2015年７月の

貿易保険法改正によって、2017年４月には100%日本政府出資の株式会社に移行する予定

である。それにともない、日本貿易保険の特別会計も消滅するが、日本貿易保険の支払財

源を超える損失が発生した場合は、国が補填措置を講ずることに変わりはないので、これ

は国策としての武器輸出促進の仕組みなのである。 

(10) この通知への批判が各方面から高まったため、経団連は９月９日に｢国立大学改革に

関する考え方｣と題する異例の声明を発せざるをえなくなった。そこで、経団連は、この

通知への批判が高まる中で、｢今回の通知は即戦力を有する人材を求める産業界の意向を

受けたものであるとの見方があるが、産業界の求める人材像は、その対極にある｣とわざ
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わざ明言したのである。｢かねてより経団連は、数次にわたる提言において、理系･文系を

問わず、基礎的な体力、公徳心に加え、幅広い教養、課題発見･解決力、外国語によるコ

ミュニケーション能力、自らの考えや意見を論理的に発信する力などは欠くことができな

いと訴えている。これらを初等中等教育段階でしっかり身につけた上で、大学・大学院で

は、学生がそれぞれ志す専門分野の知識を修得するとともに、留学をはじめとする様々な

体験活動を通じて、文化や社会の多様性を理解することが重要である。／また、地球的規

模の課題を分野横断型の発想で解決できる人材が求められていることから、理工系専攻で

あっても、人文社会科学を含む幅広い分野の科目を学ぶことや、人文社会科学系専攻であ

っても、先端技術に深い関心を持ち、理数系の基礎的知識を身につけることも必要である｣

との見解を示している。https://www.keidanren.or.jp/policy/2015/076.html 

(11) 終戦70年安倍首相談話、2015年8月14日。http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/disco

urce/20150814danwa.html 

(12) 第二次世界大戦の原因は1930年代の大恐慌下に各国がブロック経済の政策を採用し

て経済的に緊密な国際関係が破壊されてしまったことに求めることができるが、第一次世

界大戦は、経済的に緊密な関係が保たれている状況に発生した｢繁栄の中の苦難｣を外国の

せいにする愛国的で被害者意識的な民衆心理と、そうした民衆心理を調達したナショナリ

ズムの世論と、肥大化したナショナリズムに押された国内政治に起因しているのである。

しかも第二次世界大戦とは、第一次世界大戦とロシア革命と戦後処理の失敗(ヴェルサイ

ユ体制)のほぼ自動的な帰結であるから、経済的相互依存関係が密接であることに楽観的

に依存･期待することは戒めなければならないのである。 

(13) 小野塚［2014b］、殊に終章を参照されたい。 
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 This paper shows where Japan stands at present from a historical perspective. Since 
2010 Japan has been turning a corner to militarization,: emasculation of the Three 
Principles on Arms Exportation 2011 and the new Three Principles on Transfer of 
Defense Equipment and Technology in 2014, the Act on the Protection of Specially 
Designated Secrets in 2013, the Legislations for “Peace and Security”, and the 
establishment of the Acquisition, Technology & Logistics Agency(ATLA) in 2015, besides 
the “Abenomics” has been wrecked on a rock of deep depression. 
 The reason Japan has turned to militarization in these few years will be explained by 
reconsidering Japanese history of growth strategies in these 150 years since the opening 
ports to the Western Powers in late 1850s. There are two types of growth strategies 
historically,: investment oriented growth strategy and consumption and life oriented 
growth strategy. Investment oriented growth strategy unless accompanied with ample 
domestic consumption should rely upon excessive exportation, militarization and public 
works just as Fascism and Nazism in 1930s. While consumption and life oriented growth 
strategy is slow-acting strategy, however supported by broad and deep domestic demand, 
it can be saved from the dangers of excessive exportation, militarization and public 
works. 
 As observed by almost all economists of the world, “Abenomics” can be clearly classified 
as an investment oriented strategy and cannot escape from its dangers, therefore Japan 
has been obliged to slip a dangerous slope into general militarization in 2010s. 




